
(1)女性が活躍し続けられる職場づくりの推進

■若年女性に魅力ある職場づくりの促進　　　　

　○秋田県商工会連合会内に設置した「あきた
　　女性活躍・両立支援センター」の女性活躍・
　　両立支援推進員(３人)の企業訪問による取
　　組実践等の働きかけ
　○一般事業主行動計画の策定等に取り組む中
　　小企業に対する女性活躍・両立支援アドバ
　　イザー(社会保険労務士)による支援を実施

■秋田県女性の活躍推進企業表彰の実施
　○女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計
　　画策定の届出をし、女性の能力の活用と男
　　女がともに働きやすい職場づくりの取組等
　　が顕著な企業を表彰

■あきた子育て応援企業表彰の実施
　○次世代育成支援対策推進法に基づく一般事
　　業主行動計画策定の届出をし、子ども・子
　　育て支援に関する取組が顕著な企業を表彰

(3)地域社会における女性の参画拡大

(2)女性一人ひとりが活躍できる環境づくりの推進

令和５年度　県の女性の活躍推進に係る取組について 秋田県あきた未来創造部 
次世代・女性活躍支援課

主 な 取 組

  

■経営者等の理解促進

　○女性活躍推進に関して優れた取組を行う企業の
　　映像コンテンツを作成し、テレビ番組等で発信
　○県内３地区で女性活躍推進のロールモデル企業の育成や企業ネットワー　　
　　クの構築のための経営者及びマネジメント層を対象とした研修会を開催
　　　　　　
■若年女性に魅力ある職場づくり加速化事業
　○女性の活躍推進に積極的に取り組む企業が行う職場環境の整備等への助
　　成や、県独自の「えるぼしチャレンジ企業」認定制度により、えるぼし
　　認定の取得を支援

■女性農業者が輝く多彩な起業活動の展開
　○多彩な起業活動への取組とその活性化を図るため、地域をリードする
　　女性農業者を育成するとともに、女性農業者のネットワークを強化

■「秋田県建設産業活性化センター」による建設人材の担い手確保・育成
　○建設人材確保推進員を配置し、建設産業団体や教育・訓練機関等との
　　連携による担い手確保に努めるとともに、女性の就業・活躍を推進
　○建設産業で活躍する女性のネットワークを充実させるとともに、建設業
　　等で働く女性を対象とする研修会や交流会等を実施

■地域の女性リーダーの養成
　○政策・方針決定過程への女性参画拡大を図るためのスキルアップや意識　
　　改革に向けた研修会等の実施
■男女共同参画連携会議の開催　
　○男女共同参画センター、あきたＦ・Ｆ推進員、市町村担当者などによる
　　連携会議を開催

一体的

に策定

■若年女性の秋田暮らしサポート

　○女子大学生の目線による県内企業の情報や秋田で働く魅力の発信（県内
　　外の学生により県内企業20社を取材）　　
　○秋田県内のほか、関東１都３県、仙台市内を対象としたウェブ広告の
　　実施（Google、Instagram、twitter）

■官民一体による女性の意識改革促進事業
　○官民が一体となって、女性の意識改革
　　や相互研鑽を目的とした学びの場であ
　　るラウンドテーブルを実施

■男性の育児休業の取得促進（新）
　○男性が育児休業を取得しやすい環境整備や男性の家事・育児参画を推進
　　するための企業向けセミナー開催
　○家族で楽しみながら家事や育児に取り組む環境整備や父親同士の交流会　
　　などの開催

■結婚や出産等で離職した女性への就業支援
　○求職者の掘り起こしに関するセミナー、
　　企業向け女性人材活用セミナー、合同
　　就職説明会の開催等

第５次秋田県男女共同参画推進計画
・男 女 共 同 参 画 社 会 基 本 法 ：県男女共同参画計画
・秋田県男女共同参画推進条例：基本計画
・女性の職業生活における
　　　　 活躍の推進に関する法律：県女性活躍推進計画

期 間：令和３～７年度 推進の柱

①　　　　　　　　　　　　　
あらゆる分野における　　　　　　　
女性の活躍推進

②　　　　　　　　　　　　　
健康で明るく安全・安心
な暮らしの実現

③　　　　　　　　　　　　　
男女共同参画社会の実
現に向けた基盤の強化

■あきたＦ・Ｆ推進員の養成とスキルアップ
　○新規候補者及び更新対象者に対する研修、地域や企業への講師
　　派遣

■女性人材の活用促進
　○政策・方針決定過程への女性の参画拡大を図るための「女性人材
　　データバンク」の充実及び活用促進

資料１

◎女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

　（女性活躍推進法）平成２７年９月４日施行

　　　　　　　　　　　　　　　※法第８条：平成２８年４月１日施行

　

○協議会の設置（法第２７条、任意）
　地域の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を効果
　的かつ円滑に実施するため、県及び市町村は、事業主団体や労
　働組合等を加えた協議会を組織することができる。
 　・県：「あきた女性の活躍推進会議」を協議会に位置づけ

○一般事業主行動計画の策定(法第８条、義務・努力義務)
　女性の職業生活における活躍の状況を把握・分析し、数値目標
　を定めた行動計画を策定する。
　①自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
  ②行動計画の策定、社内周知・公表
  ③行動計画を策定した旨の届出（秋田労働局へ）
  ④取組の実施、効果の測定（点検・評価）

県・市町村の役割

○推進計画の策定（法第６条、努力義務）
　国の基本方針を勘案して、区域内における女性の職業生活にお　
　ける活躍に係る推進計画の策定に努める。

 　・県：策定済
 　・市町村：２３市町村 策定済

○特定事業主行動計画の策定（法第１９条、義務）
　女性の職業生活における活躍の状況を把握・分析し、数値目標
　を定めた行動計画を策定する。
 　・県及び全市町村：計画策定済

【基本原則】
　①女性の個性と能力を十分に発揮できるようにすること

　②男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能　
　　となること

　③女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊
　　重されるべきものであること

○女性活躍推進法等の改正
　１　情報公表項目として「男女の賃金の差異」を追加し、常用労働者
　　301人以上の事業主に対し、情報公表を義務化［令和4年7月8日施行］
　２　一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する
　　情報公表の義務の対象が常用労働者301人以上から101人以上の事業主
　　に拡大［令和4年4月1日施行］　
　３　常用労働者301人以上の事業主は、情報公表項目について、①職業
　　生活に関する機会の提供に関する実績、②職業生活と家庭生活との両
　　立に資する雇用環境の整備に関する実績　の各区分から１項目以上公
　　表［令和2年6月1日施行］　

あきた女性の活躍推進会議

秋田県商工会議所連合会
秋田県商工会連合会
秋田県中小企業団体中央会
秋田県経営者協会
秋田経済同友会

秋田県市長会
秋田県町村会

男女共同参画センター
（NPO法人）

秋田県

秋田労働局

連合秋田

JA秋田中央会

事業主の役割


